
 第４号議案 

 

 

財 産 区 有 財 産 の 処 分 に つ い て 

 

 亀岡市亀岡財産区の財産を下記のとおり処分したいので、地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第８号及び議会の

議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和 

３９年亀岡市条例第１号）第３条の規定により、議会の議決を求め

る。 

 

   令和４年６月６日提出 

 

             亀 岡 市 長  桂 川 孝 裕 

 

 

記 

 

 処分しようとする財産 

 

１ 所在地、地目及び面積 

所  在  地 地 目 面  積 

亀岡市下矢田町医王谷２５番３ 山 林 ７，９１５㎡ 

 

２ 予定価格  ３９，８００，０００円 

 

３ 相 手 方 

   所在地  亀岡市下矢田町医王谷２５番地の３ 

   名 称  亀岡市森林組合 

   代表者  山  安 三 
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